
款　・　項　・　目
目　の　名　称

事業別の名称 国庫支出金 県支出金 地方債 その他

地方消費税
交付金

（社会保障財
源分）

その他

３．１．３
老人福祉費 5,927 60 11 1,533 4,323

在宅福祉サービス事業
３．１．３

老人福祉費 4,947 1,320 846 2,781
施設福祉サービス事業

３．１．４
福祉医療費 89,867 44,681 15,001 7,494 22,691
福祉医療事業
３．１．５

障害者福祉費 262,509 130,839 65,424 15,474 50,772
障害者自立支援事業

３．１．５
障害者福祉費 22,704 4,640 2,320 30 4,140 11,574

地域生活支援事業
３．１．８

後期高齢者医療費 122,130 28,533 93,597
後期高齢者医療広域連合負担金事業

３．２．２
児童措置費 16,862 4,347 4,347 4,000 1,054 3,114

子育て支援事業
３．２．２

児童措置費 159,924 110,698 24,578 5,889 18,759
児童手当支給事業

３．１．１
社会福祉総務費 88,680 14,101 44,253 6,650 23,676

国民健康保険事業繰出金
３．１．３

老人福祉費 201,361 7,895 3,947 43,110 146,409
介護保険事業特別会計繰出金

３．１．３
老人福祉費 47,351 30,258 4,225 12,868

後期高齢者医療特別会計繰出金

４．１．２
予防費 33,163 689 2,000 6,693 23,781

予防接種事業
４．１．２
予防費 23,653 80 1,276 4,060 4,215 14,022
保健事業
４．１．４

母子保健費 15,385 1,156 564 20 3,144 10,501
母子保健事業

1,094,463 274,445 221,708 0 26,442 133,000 438,868

社会
福祉

社会
保険

保健
衛生

合計

地方消費税交付金（社会保障財源分）を充当した社会保障施策に要する経費（令和３年度）

事業別
事業費

特 定 財 源
財 源 内 訳

一　般　財　源

区分

平成26年4月1日より消費税率（国・地方）が５％から８％へ引き上げられたことに伴い、地方消費税交付金の増

収分については、その使途を明確化し、社会保障施策に要する経費に充当することとされています。令和３年度

甘楽町一般会計予算書における社会保障施策関連経費への充当状況は下記のとおりです。

【歳入】地方消費税交付金（社会保障財源分） １３３，０００千円

【歳出】地方消費税交付金（社会保障財源分）が充てられる社会保障施策に要する経費 １，０９４，４６３千円


